


 

 

新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則の一部を改正する規則 
新旧対照表 

新 旧 

 （被保険者証等の更新） 

第８条 省令第２０条第１項の規定による被保険者証の更新及び省令第２１条
の規定による被保険者資格証明書の更新は、原則として１年ごとに行う。 

２ 被保険者証及び被保険者資格証明書の更新時期は、８月１日とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、広域連合長は、特段の事由があると認めるときは、

更新時期を別に定めることができる。 

４ 広域連合長は、前項の規定により更新時期を定める場合は、その期日及びそ

の他必要な事項を告示するものとする。 

 （被保険者証等の更新） 

第８条 省令第２０条第１項の規定による被保険者証の更新及び省令第２１条
の規定による被保険者資格証明書の更新は、原則として１年ごとに行う。 

２ 被保険者証及び被保険者資格証明書の更新時期は、８月１日とする。 

 

 

附 則 

  この規則は、公布の日から施行する。 


